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ポジおよびデータ貸出契約書 
 

 
■貴社名                                   
 
■業務内容                                              
 
■担当者氏名                                                    
 
■ご住所 〒   －                                                                                
 
■TEL                                                             
 
■FAX                                                                
 
■E-mail                                                        
 
■貸出規定に同意   する   しない   （○で囲んで下さい）     ご署名                           印 
 
 

 
貸出規定 

貸出条件 
貸出作品は、ポジおよびデジタルデータです。 
使用料は一社・一号・一種・一版・一回限り・国内のみで使用の料金です。 
貸出作品の著作権は撮影者本人にあります。被写体が有する権利(肖像権、所有権、商標権等)は所有しておりません。作品を使用したことにより

トラブルが生じても当方では責任を負いません。 
貸出作品は非独占使用となります。すでに同一、類似の作品の使用や、将来使用する可能性があります。 
事前に使用目的等をご連絡のうえ、使用料、条件等を確認してください。使用目的の変更が生じた場合もご連絡ください。無断で使用、または

使用目的等の変更の連絡なくして使用した場合は、該当使用料金の 10 倍以上の賠償請求をいたします。  
検討期間・作品返却 
採用の検討期間は 14 日以内とし、未使用の作品は速やかにご返却ください。採用の場合は採用決定日より 60 日以内とします。検討期間および

採用決定後の貸し出し期間延長希望の場合は各期間内に連絡してください。連絡なく期間を過ぎた場合には、一日につき１作品 500 円の延滞料

金を請求いたします。 
作品返却費用はご負担ください。返却時の破損、紛失等はお客様に責任を負っていただくことになりますので、十分な包装で書留郵便,宅急便等

の信頼できる方法でご返却ください。 
紛失・破損・汚損 
貸出作品が納品されましたら、使用前に破損、汚損をチェックしてください。異常を発見した場合はただちにご連絡ください。使用後の報告は

お客様による破損、汚損の扱いとします。（デジタルデータは除く） 
貸出作品を紛失、破損もしくは貸出日より４ヶ月を経過しても返却していただけない場合は、作品１点につきオリジナルポジ 30 万円以上、デュ

ープ 3 万円以上の請求をいたします。 
なお、フィルムへのトンボ、白ペンキなどの書き込みも破損、汚損扱いとします。 
作者名・会社名の明記 
制作物には貸出作品の作者名、会社名をお入れください。（入れられない場合はご相談ください。） 
制作物の提供 
作成した印刷物、制作物等を２部以上無償でご提供ください。 
転貸・譲渡の禁止 
借用した写真を第三者に転貸やその使用権の譲渡あるいは写真の売買譲渡等は禁止します。 
支払 
お支払いは採用決定後、30 日以内に郵便為替、銀行振込でお支払いください。予定日を過ぎても入金されない場合は支払延滞利息として契約金

に対して日歩 0.02％をあわせてお支払い頂きます。  
管轄合意 
御社当社間において本規定にかかわる紛争が発生したときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 


